
3 令和元年(2019年)�月�日江東区役所〒135-8383 東陽 4−11−28☎ 3647−9111(代)

凡

例

▢時
日
時

▢場
場
所

▢集
集
合

▢人
対
象
・
定
員

▢費
費
用

▢内
内
容

▢師
講
師

▢保
一
時
保
育

▢締
締
切
日

▢申
申
込

▢問
問
合
先

▢
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▢ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

HP

毎週水曜、区役所本庁舎および豊洲特別出張所(豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階)の窓口時間を午後7時まで延長しています。
取り扱い業務の詳細については各担当窓口へご確認ください。

�
月
�
日
に
︑
第
二
次
世
界
大
戦

中
に
ア
メ
リ
カ
軍
が
投
下
し
た
と
思

わ
れ
る
焼
夷
弾
が
︑
区
内
の
マ
ン
シ

ョ
ン
開
発
現
場
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
︒

発
見
さ
れ
た
焼
夷
弾
を
安
全
に
撤

去
す
る
た
め
に
自
衛
隊
に
よ
る
信
管

除
去
作
業
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
︑
庁
内
に
危
機
管
理
対
策
本
部
の

立
ち
上
げ
を
指
示
し
ま
し
た
︒

本
区
で
の
不
発
弾
撤
去
の
過
去
の

事
例
は
平
成
四
年
と
古
く
︑
当
時
と

社
会
状
況
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
︑
自
衛
隊
・
警
察
・
消
防
・

国
土
交
通
省
・
東
京
都
等
に
協
力
を

要
請
し
︑
道
路
の
交
通
規
制
や
羽
田

空
港
を
離
発
着
す
る
航
空
機
の
空
路

の
規
制
︑
都
バ
ス
運
行
の
調
整
等
︑

様
々
な
関
係
機
関
と
の
綿
密
な
調
整

を
繰
り
返
し
︑
最
終
的
に
�
月
�
日

を
処
理
日
に
決
定
し
ま
し
た
︒

処
理
日
当
日
は
︑
不
発
弾
処
理
に

よ
り
警
戒
区
域
と
な
っ
た
事
業
者
の

方
に
避
難
所
に
避
難
い
た
だ
き
︑
私

が
現
地
対
策
本
部
長
と
し
て
︑
不
発

弾
撤
去
に
向
け
指
揮
を
執
り
ま
し
た
︒

関
係
機
関
か
ら
の
情
報
伝
達
が
行
わ

れ
る
中
︑
自
衛
隊
処
理
班
よ
り
︑

刻
々
と
処
理
現
場
で
の
作
業
状
況
が

報
告
さ
れ
︑
最
終
的
に
私
が
処
理
現

場
に
臨
場
し
︑
外
さ
れ
た
信
管
を
確

認
後
︑﹁
安
全
宣
言
﹂
を
行
い
ま
し
た
︒

今
回
の
作
業
を
行
う
に
あ
た
り
ご

協
力
を
い
た
だ
い
た
︑
地
域
住
民
・

企
業
︑
多
く
の
関
係
機
関
の
皆
様
に

改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒

私
が
今
回
の
不
発
弾
撤
去
を
通
じ

て
強
く
感
じ
た
こ
と
は
︑
日
々
の
安

全
・
安
心
な
暮
ら
し
は
多
く
の
関
係

者
の
不
断
の
努
力
の
基
で
成
り
立
っ

て
い
る
と
い
う
事
で
す
︒

最
近
︑
尊
い
命
が
奪
わ
れ
る
事
件

や
事
故
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
︒
被
害

に
遭
わ
れ
た
ご
家
族
の
こ
と
を
思
う

と
と
て
も
心
が
痛
み
ま
す
︒
区
だ
け

で
は
︑
対
処
が
困
難
な
課
題
が
増
加

し
て
い
る
今
︑
私
は
地
域
・
関
係
機

関
と
の
連
携
・
協
力
を
︑
一
層
推
進

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
︒

区
民
の
く
ら
し
を
守
る
の
は
日
々
の
不
断
の
努
力
か
ら

歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
サ
ー

65
ビ
ス
利
用
者
負
担
割
合
は
︑
一
定
以

上
の
所
得
︵
本
人
の
合
計
所
得
金
額

が
�
�
�
万
円
以
上
で
︑
年
金
収
入

＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が
単
身

世
帯
で
�
�
�
万
円
以
上
︑
�
人
以

上
世
帯
で
�
�
�
万
円
以
上
︶
が
あ

る
方
は
�
割
︑
そ
れ
以
外
の
方
は
�

割
ま
た
は
	
割
と
な
り
ま
す
︒

※
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に

よ
る
負
担
上
限
が
あ
る
た
め
︑
�
割

対
象
者
す
べ
て
が
�
倍
の
負
担
に
な

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
︑
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ

ー
ビ
ス
事
業
対
象
者
に
︑


月
	
日

か
ら
の
ご
自
身
の
負
担
割
合
が
何
割

か
を
示
し
た
﹁
負
担
割
合
証
﹂
を
�

月

日
︵
水
︶
に
お
送
り
し
ま
す
︒

10▢問
介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係
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�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

介
護
保
険
課
給
付
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�



℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

平
成

年
度
の
住
民
税
課
税
標
準

31

額
に
基
づ
き
︑


月
	
日
か
ら
の
医

療
費
の
自
己
負
担
割
合
︵
	
割
ま
た

は
�
割
︶
を
判
定
し
ま
す
︒

自
己
負
担
割
合
が
変
更
と
な
る
方

に
は
︑
�
月
中
に
新
し
い
保
険
証
を

簡
易
書
留
で
お
送
り
し
ま
す
︒
変
更

が
な
い
方
は
︑
お
持
ち
の
保
険
証
を

引
き
続
き
お
使
い
く
だ
さ
い
︒
自
己

負
担
割
合
は
︑
所
得
の
更
正
や
︑
同

一
世
帯
の
加
入
者
数
の
増
減
等
に
よ

り
︑
有
効
期
間
内
で
あ
っ
て
も
変
更

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

該
当
者
は
申
請
に
よ
り

�

割
負
担
に
変
更

住
民
税
課
税
標
準
額
が
	
�
�
万

円
以
上
の
加
入
者
が
い
る
世
帯
で
は
︑

そ
の
世
帯
の
加
入
者
の
自
己
負
担
割

合
は
全
員
�
割
と
な
り
ま
す
︒

た
だ
し
︑
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
が
申
請
に
よ
り
認
定
さ
れ
た

場
合
は
︑
	
割
に
変
更
と
な
り
ま
す
︒

○
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
	
人
の

み
で
︑
そ
の
方
の
前
年
の
収
入
額

が
�


�
万
円
未
満

○
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
	
人
で
︑

他
に

～

歳
の
方
が
い
る
場
合
︑

70

74

そ
の
方
と
被
保
険
者
の
前
年
の
収

入
合
計
額
が
�
�
�
万
円
未
満

○
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
�
人
以

上
い
る
場
合
︑
被
保
険
者
全
員
の

前
年
の
収
入
合
計
額
が
�
�
�
万

円
未
満

	
割
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
に

は
申
請
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
︑

平
成

年
中
の
収
入
の
証
明
と
な
る

30

も
の
の
写
し
を
添
付
し
︑
医
療
保
険

課
資
格
賦
課
係
︵
区
役
所
�
階
�
番

窓
口
︶
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
︒

※
申
請
書
が
届
い
た
方
す
べ
て
が
認

定
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
︒

▢問
医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
	
�
�

℻
(
�
�
�
�
)


�
�
�

区
で
は
︑
単
身
高
齢
者
の
入
居
機

会
の
拡
大
を
図
る
た
め
︑
新
た
に

﹁
江
東
あ
ん
し
ん
サ
ポ
ー
ト
﹂
を
開

始
し
ま
す
︒
現
在
︑
高
齢
者
等
を
対

象
に
民
間
賃
貸
住
宅
の
空
き
室
情
報

を
ご
案
内
す
る
お
部
屋
探
し
サ
ポ
ー

ト
事
業
を
す
で
に
実
施
し
て
い
ま
す

が
︑
こ
れ
を
利
用
し
て
民
間
賃
貸
住

宅
を
契
約
し
︑
区
が
指
定
す
る
民
間

の
補
償
サ
ー
ビ
ス
︵
単
身
高
齢
者
の

安
否
確
認
︑
死
亡
時
の
葬
儀
・
家
財

整
理
の
費
用
を
補
償
す
る
も
の
︶
を

利
用
す
る
単
身
高
齢
者
に
対
し
て
︑

補
償
サ
ー
ビ
ス
の
初
回
登
録
料
を
助

成
し
ま
す
︒

な
お
︑
﹁
江
東
あ
ん
し
ん
サ
ポ
ー

ト
﹂
を
利
用
す
る
に
は
︑
区
役
所
で

お
部
屋
探
し
サ
ポ
ー
ト
事
業
を
申
し

込
む
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
ま
た
︑
す

べ
て
の
民
間
賃
貸
住
宅
で
利
用
で
き

る
内
容
で
は
な
い
た
め
︑
要
件
や
利

用
方
法
な
ど
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
︒

▢人
お
部
屋
探
し
サ
ポ
ー
ト
事
業
を

利
用
す
る

歳
以
上
の
単
身
高
齢
者

65

﹇
区
助
成
額
﹈初
回
登
録
料
︵
	

�
︑

�
�
�
円
お
よ
び
消
費
税
︶
※
更
新

は
あ
り
ま
せ
ん

﹇
利
用
者
負
担
額
﹈月
額
利
用
料
︵
	
︑



�
�
円
お
よ
び
消
費
税
︶

▢内
﹇
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
﹈利
用
者
に

週
�
回
の
安
否
確
認
電
話
︵
音
声
ガ

イ
ダ
ン
ス
︶
※
固
定
電
話
︵
ダ
イ
ヤ

ル
式
は
不
可
︶
の
ほ
か
携
帯
電
話
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
も
対
応
し
て
い

ま
す
※
安
否
確
認
の
結
果
を
利
用
者

が
指
定
す
る
連
絡
先
に
メ
ー
ル
送
信

し
ま
す
︵
最
大
�
人
ま
で
︶

﹇
死
亡
時
の
葬
儀
対
応
﹈葬
儀
実
施
に

要
す
る
費
用
の
補
償
︵
上
限

万
円
︶

50

﹇
死
亡
時
の
残
存
家
財
の
片
付
け
﹈残

存
家
財
片
付
け
お
よ
び
原
状
回
復
に

要
す
る
費
用
の
補
償
︵
葬
儀
費
用
と

合
計
で
	
�
�
万
円
以
内
︶

▢問
住
宅
課
住
宅
指
導
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�



若
洲
公
園
は
︑
開
園
後
約

年
が

30

経
過
し
て
お
り
︑
施
設
の
老
朽
化
お

よ
び
劣
化
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

そ
こ
で
︑
若
洲
公
園
の
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
に
つ
い
て
今
後
の
参
考
と
す
る
た

め
︑
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
お
よ
び
意

見
を
募
集
し
ま
す
︒

﹇
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
配
布
場
所
﹈

河
川
公
園
課
︵
区
役
所
隣
防
災
セ
ン

タ
ー
�
階
�
番
︶
︑
こ
う
と
う
情
報

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
︵
区
役
所
�
階
︶
※

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ

ま
す

﹇
提
出
期
限
﹈



月
�
日
︵
金
︶
必
着

﹇
提
出
方
法
﹈所
定
の
用
紙
に
記
入
し
︑

〒

︱

区
役
所
河
川
公
園
課
計
画

135

8383

調
整
係
へ
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
郵
送
で

※
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
提
出
で

き
ま
す

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
	
�

﹁
負
荷
の
弱
い
運
動
か
ら
始
め
て

み
た
い
﹂
﹁
身
近
な
所
で
運
動
を
継

続
で
き
る
仲
間
作
り
を
し
た
い
﹂
と

い
う
方
に
お
す
す
め
で
す
︒
修
了
後

の
活
動
に
向
け
た
交
流
も
行
い
ま
す
︒

▢時

▢場
下
表
の
と
お
り

▢人

歳
65

以
上
の
運
動
習
慣
が
な
い
初
め
て
利

用
す
る
区
民
︵
要
支
援
・
要
介
護
認

定
者
を
除
く
︶
各

人
︵
申
込
順
︶

20

▢費
無
料

▢申
�
月
�
日
︵
金
︶
か
ら
実
施
場

所
に
電
話
ま
た
は
窓
口
で

▢問
地
域
ケ
ア
推
進
課
地
域
ケ
ア
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�



℻
(
�
�
�
�
)
�
	
�
�

木曜
13：30〜15：00

実施日時※

※詳細は実施場所にご確認ください。

スポーツ会館
(北砂1-2-9)☎3649-1701

金曜
14：45〜16：15

深川スポーツセンター
(越中島1-2-18)☎3820-5881

東砂スポーツセンター
(東砂4-24-1)☎5606-3171

木曜
10：45〜12：15

亀戸スポーツセンター
(亀戸8-22-1)☎5609-9571

深川北スポーツセンター
(平野3-2-20)☎3820-8730

木曜
9：00〜10：30

健康センター
(東陽2-1-1)☎3647-5402

実施場所

金曜
13：30〜15：00

水曜
13：30〜15：00

※1 『合計所得金額』とは、収入金額から必
要経費を控除した金額のことで扶養控
除や医療費控除などの所得控除をする
前の金額です。

※2 同一世帯の第1号被保険者の年金収入
＋その他の合計所得金額の合計額が単
身で340万円、2人以上の世帯で463万
円に満たない場合、2割負担になりま
す。(｢その他の合計所得金額｣とは合
計所得金額から公的年金所得を除いた
額です。)

※3 合計所得金額が160万円以上でも、同
一世帯の第1号被保険者の年金収入＋
その他の合計所得金額の合計額が単身
で280万円、2人以上の世帯で346万円
に満たない場合、1割負担になります。

本人の合計所得金額

(※1)が220万円以上

本人の合計所得金額

が160万円以上220万

円未満

○本人の合計所得

金額が160万円未満

○住民税非課税者

○生活保護受給者

第2号被保険者

(40〜64歳)

第
�
号
被
保
険
者
(

歳
以
上
)

65

3割負担

(※2)

2割負担

(※3)

1割負担




